
 

平成２４年生駒市教育委員会第７回定例会会議録 

 

１ 日 時 平成２４年７月１７日(火) 午後２時～午後３時２５分 

 

２ 場 所 生駒市役所 ４０１・４０２会議室 

 

３ 審査事項 

(1) 平成２４年度生駒市立小学校卒業式の期日変更について 

(2) 生駒市生涯学習施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則の制定に

ついて 

(3) 生駒市生涯学習施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

(4) 生駒市図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 

４ 出席委員 

委員長  中 井 公 人      委 員（委員長職務代理者）村 田 浩 子 

委 員  平 本 重 次      教育長  早 川 英 雄 

 

５ 事務局職員出席者 

教育総務部長    峯 島   妙    生涯学習部長    川 口 忠 良 

教育総務課長    真 銅   宏    教育指導課長    伊 東 英 治 

学校給食ｾﾝﾀｰ所長  平 田 治 樹    生涯学習課長    西 野   敦 

施設管理課長    上 埜 秀 樹    ｽﾎﾟｰﾂ振興課長    中 田 和 也 

教育総務課課長補佐  岡 秀 高    教育指導課課長補佐 吉 村   茂 

学校給食ｾﾝﾀ-副所長 山 口   力    生涯学習課課長補佐 錦   好 見 

図書館北分館長   平 澤 佐千代    教育指導課指導主事 浅 井 育 代 

教育総務課庶務係長 松 田   悟    教育総務課（書記） 村 田 充 弘 

教育総務課（書記） 松 井   恵 

 

６ 傍聴者 なし 
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午後２時 開会 

 

○中井委員長：ただ今から、平成２４年生駒市教育委員会第７回定例会を開催いたしま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：日程第１、前回会議録の承認を議題といたします。 

会議録につきましては、別紙のとおり調製しておりますが、いかがでございますか。 

 

≪ 異議なし ≫ 

 

○中井委員長：ご異議なしと認め、別紙のとおり調製することに決定いたしました。ご

署名をお願いいたします。 

≪ 署名 ≫ 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：続きまして、日程第２、本日の定例会の会期及び会議時間の決定を議題

といたします。 

本日の定例会の会期は本日一日とし、会議時間を午後２時から午後５時までとするこ

とを提案いたしますが、いかがでございますか。 

 

≪ 異議なし ≫ 

 

○中井委員長：ご異議なしと認め、第７回定例会の会期は本日一日とし、会議時間を午

後２時から午後５時までとすることに決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：続きまして、日程第３、諸般報告について、各部庶務担当課長から報告

を受けます。 

教育総務部について、教育総務課、真銅課長、お願いいたします。 

 

≪ 教育総務課長 報告 ≫ 

 

○中井委員長：続きまして、生涯学習部について、生涯学習課、西野課長、お願いいた

します。 

 

≪ 生涯学習課長 報告 ≫ 

 

○中井委員長：ただ今ご説明いただきました、８月１６日から開催される「ふくしまキ
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ッズ in いこま」のイベントは、教育総務課の村田さんを含む若手職員の方々が中心とな

り提案したということですが、内容について簡単にご説明いただけますか。 

 

○村田：「ふくしまキッズ in いこま」につきましては、私を含め３人の職員が提案いた

しまして、現在７名のプロジェクトチームで事業を進めております。 

 事業内容といたしましては、福島県南相馬市の児童約３０人を生駒市に招待し、自然

の中で活動してもらうというものでございます。生駒市からも約４０人のリーダー・ジ

ュニアリーダーの児童に参加してもらいます。 

 南相馬市は、東日本大震災以降、放射能の影響を考え、いまだに屋外活動が制限され

ております。そのような環境で生活している子どもたちに、生駒の自然の中で思う存分

遊んでもらい、子ども同士、絆を深め、楽しい思い出を作ってもらうことを目的として

おります。 

 現在、プログラム等を調整し、子どもたちを迎える準備を進めております。どうぞご

支援の程よろしくお願いいたします。 

 

○中井委員長：心温まる素晴らしい事業だと思います。計画を実行に移すのは大変だと

思いますが、よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：続きまして、日程第４、報告第１５号、平成２４年度生駒市立小学校卒

業式の期日変更についてを議題といたします。 

教育指導課、伊東課長から説明を受けます。 

 

○伊東課長：日程第４、報告第１５号、平成２４年度生駒市立小学校卒業式の期日変更

につきまして、生駒市教育委員会教育長に対する事務委任に関する規則第６条第５号

の規定により報告申し上げます。 

このことについて、生駒市立学校の管理運営に関する規則第４条第１項において「小

学校の卒業式は、３月２０日から同月３１日までの間に行うものとする。」と定められて

おりますが、今年度、３月２０日が春分の日で休日となります。昨年度は同様の理由で

３月２１日に卒業式を実施いたしましたが、今年度はその翌日の２２日が修了式であり

ますことから、連絡業務や長期休業前の生徒指導に支障をきたすため、小学校長会長か

ら期日変更の依頼がありました。 

 同条第４項「校長は特別の事情がある場合において、前２項の規定により難いと認め

られるときは、委員会の承認を受けて別に卒業式の期日を定めることができる。」に該当

すると思われますので、小学校の卒業式期日を３月１９日火曜日に実施することを承認

し、期日を変更いたしたいと考えております。 

なお、中学校卒業式は３月１５日金曜日、幼稚園卒園式は３月１８日月曜日に実施を
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予定しております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○中井委員長：ただ今ご説明いただきましたが、皆様から何かご質問、ご意見等ござい

ませんか。 

それでは、本案につきましては、報告のとおり承認いたすことにご異議ございません

か。 

 

≪ 異議なし ≫ 

 

○中井委員長：ご異議なしと認めます。よって日程第４、報告第１５号、平成２４年度

生駒市立小学校卒業式の期日変更については、報告のとおり承認いたすことに決しまし

た。 

～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：続きまして、日程第５、議案第１４号、生駒市生涯学習施設条例の一部

を改正する条例の施行期日を定める規則の制定についてを議題といたします。 

施設管理課、上埜課長から説明を受けます。 

 

○上埜課長：日程第５、議案第１４号、生駒市生涯学習施設条例の一部を改正する条例

の施行期日を定める規則の制定について、ご説明させていただきます。 

議案書の２ページをお願いいたします。 

本件につきましては、平成２４年６月の定例教育委員会でご報告申し上げました「生

駒市生涯学習施設条例の一部を改正する条例」におきまして、「施行期日を定める場合は、

教育委員会の規則で定めること」としておりましたので、今回新たに施行期日を定める

規則を定めたく、提案させていただいたものでございます。 

なお、本規則の施行日につきましては、平成２４年７月１７日とさせていただきます。

どうぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

○中井委員長：ただ今ご説明いただきましたが、皆様から何かご質問、ご意見等ござい

ませんか。 

それでは、本案につきましては、原案のとおり可決いたすことにご異議ございません

か。 

 

≪ 異議なし ≫ 

 

○中井委員長：ご異議なしと認めます。よって日程第５、議案第１４号、生駒市生涯学
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習施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則の制定については、原案のと

おり可決いたすことに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：続きまして、日程第６、議案第１５号、生駒市生涯学習施設条例施行規

則の一部を改正する規則の制定についてを議題といたします。 

施設管理課、上埜課長から説明を受けます。 

 

○上埜課長：日程第６、議案第１５号、生駒市生涯学習施設条例施行規則の一部を改正

する規則の制定について、ご説明させていただきます。 

議案書の３ページ及び資料２をお願いいたします。 

本件につきましては、たけまるホール等の生涯学習施設６施設の指定管理者でござい

ますＪＴＢ・南海グループの提案によりまして、当該６施設の使用時間をこれまでの午

後９時までから１時間延長いたしまして、午後１０時までとするとともに、これまで休

館日でございました祝日を開館するものでございます。 

なお、本改正後の規則の規定につきましては、平成２５年４月１日以降の使用につい

て適用とさせていただきます。どうぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

○中井委員長：ただ今ご説明いただきましたが、皆様から何かご質問、ご意見等ござい

ませんか。 

それでは、本案につきましては、原案のとおり可決いたすことにご異議ございません

か。 

 

≪ 異議なし ≫ 

 

○中井委員長：ご異議なしと認めます。よって日程第６、議案第１５号、生駒市生涯学

習施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定については、原案のとおり可決いたす

ことに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：続きまして、日程第７、議案第１６号、生駒市図書館条例施行規則の一

部を改正する規則の制定についてを議題といたします。 

図書館北分館、平澤館長から説明を受けます。 

 

○平澤館長：日程第７、議案第１６号、生駒市図書館条例施行規則の一部を改正する規

則の制定につきまして、ご説明申し上げます。 

議案書の５ページ及び資料３の「生駒市図書館条例施行規則新旧対照表」をお願いい

たします。 
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本件につきましては、生駒市住民基本台帳カードを図書館利用券として利用できるサ

ービス開始に伴います改正でございます。 

主な改正につきましては、第９条（貸出しの対象者及び手続き）に、この旨を修正・

追加したもので、コンビニ交付サービス以外に付加価値を付けることにより、住民基本

台帳カードの普及率を向上させ、事務の効率化と市民の利便性向上を図るとともに、図

書館利用登録者の増加を図るものでございます。 

なお、この改正の施行は、平成２４年８月１日からとするものでございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

○中井委員長：ただ今ご説明いただきましたが、皆様から何かご質問、ご意見等ござい

ませんか。 

 

○村田委員：図書館の利用券に有効期限はあるのでしょうか。 

 

○平澤館長：生駒市民につきましては、利用券の有効期限はございません。 

 

○中井委員長：どの施設におきましても、市民サービスの質の向上に努めていただいて

いるようで、大変ありがたいことと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

ほかにございませんか。 

それでは、本案につきましては、原案のとおり可決いたすことにご異議ございません

か。 

 

≪ 異議なし ≫ 

 

○中井委員長：ご異議なしと認めます。よって日程第７、議案第１６号、生駒市図書館

条例施行規則の一部を改正する規則の制定については、原案のとおり可決いたすことに

決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

ほかに、何か連絡事項等、ございませんか。 

 

○中田課長：第４５回市民体育祭の子ども対抗ソフトボール大会のご報告をさせていた

だきます。 

 本大会につきましては、過日、７月１４日土曜日に第４５回市民体育祭の先陣といた

しまして開催いたしました。 

 当日は、曇天の中、早川教育長の始球式の後、熱戦が繰り広げられ、接線の結果、萩
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の台ローレルチームが優勝されました。 

なお、子ども対抗ソフトボール大会の参加チーム数につきましては、昨年度から年々

減少傾向となっていることから、来年度は種目を見直しまして、より多くの子どもたち

の参加ができるよう検討して参りたいと考えております。以上でございます。 

 

○中井委員長：大会の参加チーム数が減少しているとのことですが、青年の部は比較的

盛んなようですので、その方々にＰＲやご指導をいただければ、より多くの参加をいた

だけるのではないでしょうか。 

ほかにございませんか。 

 ないようでしたら、私のほうから発議させていただきます。 

学校の状況報告について、教育指導課からご報告願います。 

 なお、本件は、個人情報を含むため、非公開とさせていただきますがご異議ございま

せんか。 

 

≪ 異議なし ≫ 

 

○中井委員長：それでは、これより非公開とさせていただきますので、本件関係職員以

外の方はご退室願います。暫時、休憩します。 

 

≪ 暫時休憩・職員退室 ≫ 

 

以降、非公開 

～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：ほかにございませんか。 

それでは、本日はこれにて閉会いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～ 

午後３時２５分 閉会 


